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ド
イ
ツ
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け
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行
政
訴
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の
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史
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第
三
節

新
た
な
訴
訟
類
型
の
許
容
性

お
わ
り
に第

三
章

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
状
況

ナ
チ
ス
期
の
断
絶
を
経
て
か
ら
の
行
政
裁
判
制
度
の
再
建
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
一
九
四
四
年
九
月
に
連
合
国
の
占
領
政
府
が

発
し
た
法
律
二
号(422
)を
出
発
点
と
す
る
。
こ
の
法
律
で
は
、
非
ナ
チ
化
の
確
保
を
目
的
と
し
て(423
)、
占
領
地
域
に
あ
る
行
政
裁
判
所
の
閉
鎖

が
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
、
行
政
裁
判
所
が
活
動
を
再
開
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
行
政
裁
判
に
関
す
る
法

令
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
法
令
の
制
定
は
、
ド
イ
ツ
が
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ソ
連
の

連
合
国
四
か
国
に
よ
っ
て
分
割
占
領
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
当
初
は
州
（
ラ
ン
ト
）
な
い
し
占
領
地
域
ご
と
に
行
わ
れ
た
。

以
下
で
は
、
第
二
節
以
降
の
考
察
の
前
提
と
し
て
、
行
政
裁
判
制
度
の
再
建
の
過
程
を
た
ど
っ
た
上
で
、
再
建
後
の
行
政
裁
判
制
度

の
特
徴
を
見
る
こ
と
に
し
よ(424)う(425
)。

第
一
節

行
政
裁
判
制
度
の
再
建

⚑

行
政
裁
判
制
度
の
再
建
の
過
程

⑴

ア
メ
リ
カ
占
領
地
域

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
連
合
国
四
か
国
の
最
高
司
令
官
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
管
理
理
事
会
は
、
一
九
四
六
年
一
〇
月
に
法
律
三
六

号(426
)を
発
し
た
。
こ
の
法
律
は
、
各
占
領
地
域
の
最
高
司
令
官
が
地
域
内
の
行
政
裁
判
所
の
管
轄
事
項
・
手
続
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と

な
ど
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た(427
)。
も
っ
と
も
、
行
政
裁
判
所
の
あ
り
方
に
つ
い
て
管
理
理
事
会
内
で
意
見
の
一
致
を
見
な
か
っ
た
た
め
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に(428
)、
法
律
三
六
号
が
発
せ
ら
れ
る
ま
で
に
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
か
ら
相
当
の
時
間
を
要
し
た
。
そ
の
間
に
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域

に
お
い
て
は
、
行
政
裁
判
に
関
す
る
法
律
の
制
定
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。

具
体
的
に
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
政
府
は
一
九
四
五
年
夏
に
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
を
長
と
す
る
委
員
会
（
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
委

員
会
）
を
設
置
し
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
の
三
つ
の
州
（
バ
イ
エ
ル
ン
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
＝
バ
ー
デ
ン
（
現
在
の
バ
ー
デ
ン
＝

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
の
一
部
）、
ヘ
ッ
セ
ン
）
で
共
通
の
行
政
裁
判
に
関
す
る
法
律
案
の
作
成
作
業
を
行
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
ア
メ

リ
カ
軍
政
府
か
ら
の
指
示
は
、
一
般
行
政
及
び
司
法
裁
判
所
か
ら
独
立
し
た
行
政
裁
判
所
の
設
置
や
そ
の
業
務
の
早
期
開
始
な
ど
に
限

ら
れ(429
)、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
自
身
が
振
り
返
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
委
員
会
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
軍
政
府
か
ら
の
影
響
は

強
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
う(430
)。

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
委
員
会
は
一
九
四
五
年
九
月
か
ら
検
討
を
開
始
し(431
)、
翌
一
九
四
六
年
三
月
に
法
律
案
（
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
草
案
）

を
公
表
し
た
。
こ
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
草
案
は
州
評
議
会
〔
Länderrat
(432
)〕
の
審
議
に
付
さ
れ(433
)、
そ
こ
で
一
定
の
修
正
が
行
わ
れ
た
後
、

右
の
三
つ
の
州
で
同
年
九
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
と
い
う
名
称
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
州
の
法
律
と
し

て
制
定
さ
れ(434)た(435
)。

さ
ら
に
、
ブ
レ
ー
メ
ン
で
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
委
員
会
が
右
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
草
案
に
先
行
し
て
一
九
四
五
年
一
〇
月
に
作
成

し
た
法
律
案(436
)に
基
づ
い
て
、
一
九
四
六
年
二
月
に
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律(437
)」
が
制
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
軍
政

府
が
他
の
三
つ
の
州
と
同
じ
行
政
裁
判
制
度
に
す
る
よ
う
要
求
し
た
こ
と
を
受
け
て(438
)、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
草
案
を
基
礎
と
す
る
法
律(439
)が

一
九
四
七
年
八
月
に
改
め
て
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る(440
)。

⑵

イ
ギ
リ
ス
占
領
地
域

ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
は
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
域
に
お
け
る
行
政
裁
判
制
度
の
再
建
に
も
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
当
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初
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
域
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
の
命
令
に
よ
り
、
州
ご
と
に
行
政
裁
判
制
度
の
復
活
が
行
わ
れ
て
い
た(441
)。
だ
が
、
先

に
述
べ
た
管
理
理
事
会
の
法
律
三
六
号
が
発
せ
ら
れ
た
後
、
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
も
一
九
四
七
年
四
月
に
ア
メ
リ
カ
軍
政
府
と
同
じ
よ
う

に
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
こ
に
行
政
裁
判
に
関
す
る
軍
政
府
命
令
案
の
作
成
作
業
を
委
ね
た(442
)。

委
員
会
は
最
初
の
段
階
で
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
に
依
拠
し
て
命
令
案
を
作
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た(443
)。
し
か
し
、

審
議
の
過
程
で
委
員
会
が
、
各
州
ご
と
に
二
審
制
を
定
め
る
に
止
め
た
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
と
異
な
り
、
各
州
内
の
第
二

審
の
上
に
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
域
全
体
で
最
上
級
審
を
設
け
る
こ
と
を
提
案
し
た
と
こ
ろ
、
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
が
そ
れ
に
反
対
し

た
た
め
、
行
政
裁
判
に
関
す
る
軍
政
府
命
令
の
制
定
が
遅
れ
る
こ
と
に
な
っ
た(444
)。

そ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
は
、
一
九
四
八
年
四
月
に
暫
定
的
に
軍
政
府
命
令
一
四
一
号(445
)を
発
し
、
そ
の
後
同
年
九
月
に
、
委
員
会
の

命
令
案
を
基
礎
と
す
る
軍
政
府
命
令
一
六
五
号(446
)を
定
め
た
の
で
あ
る
。
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法

と
同
様
、
各
州
ご
と
の
二
審
制
と
し
た
が
、
本
節
⚒
で
も
述
べ
る
通
り
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
点
で
は
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判

法
と
異
な
る
規
定
を
設
け
た
。

⑶

フ
ラ
ン
ス
占
領
地
域

さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
域
の
州
で
も
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
及
び
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
に
倣
っ
て
、

行
政
裁
判
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
域
に
お
い
て
は
、
ナ
チ
ス
期
の
中
央
集
権
的
な
機
構
を
排
除
し
、
州
へ

の
分
権
化
を
進
め
る
と
い
う
占
領
政
策(447
)を
受
け
て
、
州
ご
と
に
行
政
裁
判
制
度
の
再
建
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
中
で
も
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
＝
プ
フ
ァ
ル
ツ
は
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
南
部
と
そ
の
周
辺
の
州
が
合
併
し
て
一
九
四
六
年
八
月
に
創
設
さ

れ
た
州
で
あ
る
。
同
年
一
二
月
に
州
首
相
は
州
内
の
行
政
裁
判
所
の
活
動
の
再
開
を
宣
言
し
た
が
、
行
政
裁
判
所
の
名
称
や
審
級
の
仕

組
み
な
ど
は
か
つ
て
の
州
の
間
で
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た(448
)。
そ
こ
で
ま
ず
、
一
九
四
七
年
三
月
の
命
令(449
)に
よ
り
、
第
一
審
を
県
行
政
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裁
判
所
〔
Bezirksverw
altungsgericht〕、
第
二
審
を
州
行
政
裁
判
所
〔
Landesverw
altungsgericht
(450
)〕
と
す
る
二
審
制
に
州
全

体
で
統
一
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
行
政
裁
判
手
続
な
ど
の
統
一
も
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
一
九
五
〇
年
四
月
に
「
行
政
裁
判
権
に
関

す
る
法
律(451
)」（
以
下
で
は
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
＝
プ
フ
ァ
ル
ツ
行
政
裁
判
法
と
い
う
）
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地

域
行
政
裁
判
法
と
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
に
依
拠
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た(452
)。

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
域
に
属
し
て
い
た
州
と
し
て
は
、
バ
ー
デ
ン
と
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
＝
ホ
ー
エ
ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
も
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
二
つ
の
州
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ナ
チ
ス
期
よ
り
前
の
バ
ー
デ
ン
又
は
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
行
政
裁
判
制
度
（
第
一
章
第
一
節
⚑
・

⚒
を
参
照
）
を
復
活
さ
せ
て
い
た(453
)。
だ
が
、
一
九
五
二
年
四
月
に
、
バ
ー
デ
ン
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
＝
ホ
ー
エ
ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
及
び

ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
の
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
＝
バ
ー
デ
ン
が
合
併
し
て
、
現
在
の
バ
ー
デ
ン
＝
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
が
設
け
ら
れ
る

と
、
州
全
体
で
の
行
政
裁
判
制
度
の
統
一
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た(454
)。
も
っ
と
も
、
当
時
連
邦
で
は
Ｖ
ｗ
Ｇ
Ｏ
の
制
定
作
業
が
進

め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
し
ば
ら
く
は
そ
の
制
定
を
待
っ
て
い
た(455
)。
し
か
し
、
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
Ｖ
ｗ
Ｇ
Ｏ
の
成
立
ま
で
に
は
か

な
り
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
、
バ
ー
デ
ン
＝
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
で
独
自
に
行
政
裁
判
に
関
す
る
法
律
を
定

め
る
こ
と
と
さ
れ
、
一
九
五
八
年
五
月
に
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律(456
)」
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行

政
裁
判
法
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
そ
れ
に
Ｖ
ｗ
Ｇ
Ｏ
草
案
の
若
干
の
規
定
を
追
加
し
た
も
の
で
あ
っ(457)た(458
)。

⑷

ベ
ル
リ
ン

こ
の
他
、
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
は
、
一
九
四
五
年
夏
に
か
つ
て
の
行
政
裁
判
所
の
裁
判
官
ら
が
、
市
参
事
会
〔
M
agistrat〕
に
対

し
て
ベ
ル
リ
ン
に
行
政
裁
判
所
を
設
置
す
る
よ
う
働
き
か
け(459
)、
市
参
事
会
も
同
年
一
〇
月
に
市
行
政
裁
判
所
〔
Stadtverw
altungs-

gericht〕
の
設
置
に
関
す
る
決
議
を
行
っ
た(460
)。
そ
れ
ら
の
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
連
合
国
間
統
治
機
関
〔
A
lliierte
K
om
m
andan-

tur
(461
)〕
の
中
で
行
政
裁
判
所
の
設
置
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、
合
意
に
は
至
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
軍
政
府
と
イ
ギ
リ
ス
軍
政
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府
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
そ
れ
ぞ
れ
の
占
領
地
区
で
独
自
に
行
政
裁
判
所
を
設
け
た(462
)。
他
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
区
で
は
、
行
政
裁
判
所

の
設
置
を
命
じ
た
一
九
四
六
年
五
月
の
連
合
国
間
統
治
機
関
の
命
令
と
先
に
挙
げ
た
管
理
理
事
会
の
法
律
三
六
号
の
い
ず
れ
も
実
行
さ

れ
ず(463
)、
行
政
事
件
は
列
挙
主
義
に
基
づ
い
て
民
事
裁
判
所
の
管
轄
と
さ
れ
て
い
た(464
)。

そ
の
後
、
一
九
四
七
年
に
市
参
事
会
及
び
市
議
会
〔
Stadtverordnetenversam
m
lung〕
は
、
ベ
ル
リ
ン
全
体
で
の
統
一
的
な
行

政
裁
判
所
の
設
置
に
向
け
て
協
議
を
再
開
し
た
が
、
ソ
連
の
連
合
国
間
統
治
機
関
か
ら
の
離
脱
と
ベ
ル
リ
ン
の
東
西
分
割
に
伴
い
、
そ

れ
も
失
敗
に
終
わ
っ
た(465
)。
し
か
し
、
一
九
五
〇
年
一
月
の
法
律(466
)に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
区
の
行
政
事
件
を
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
行

政
裁
判
所
が
管
轄
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
か
ら
、
西
ベ
ル
リ
ン
で
は
行
政
裁
判
制
度
の
統
一
が
進
め
ら
れ
、
一
九
五
一
年
一
月
に
「
行
政

裁
判
権
に
関
す
る
法
律(467
)」（
以
下
で
は
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
法
と
い
う
）
が
制
定
さ
れ
た
。

⑸

連
邦
行
政
裁
判
所
法
の
制
定

さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
行
政
裁
判
に
関
す
る
法
令
は
、
い
ず
れ
も
州
な
い
し
占
領
地
域
ご
と
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た

め
、
統
一
性
を
欠
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
四
九
年
五
月
に
制
定
さ
れ
た
Ｇ
Ｇ
は
当
時
の
九
六
条
一
項
に
お
い
て
、
行
政
裁

判
の
分
野
で
の
連
邦
上
級
裁
判
所
（
連
邦
行
政
裁
判
所
）
の
設
置
を
要
求
し
て
い
た(468
)。
そ
こ
で
同
年
の
秋
頃
か
ら
、
行
政
裁
判
に
関
す

る
法
令
の
統
一
と
連
邦
行
政
裁
判
所
の
設
立
を
目
的
と
し
て
、
Ｖ
ｗ
Ｇ
Ｏ
の
制
定
作
業
が
開
始
さ
れ
た(469
)。

と
こ
ろ
が
、
各
州
か
ら
の
抵
抗
も
あ
っ
て(470
)、
Ｖ
ｗ
Ｇ
Ｏ
の
制
定
ま
で
に
は
か
な
り
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た(471
)。
し

か
し
、
行
政
法
令
の
解
釈
適
用
の
統
一
性
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
直
ち
に
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た(472
)。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
連
邦
行
政
裁
判
所
の
設
立
及
び
そ
の
組
織
・
手
続
等
に
関
す
る
法
律
を
、
Ｖ
ｗ
Ｇ
Ｏ
か

ら
切
り
離
し
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ(473
)、
一
九
五
二
年
九
月
に
連
邦
行
政
裁
判
所
法(474
)が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
法
案
の
政
府
提
案

理
由
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り(475
)、
後
に
Ｖ
ｗ
Ｇ
Ｏ
が
制
定
さ
れ
た
際
に
は
そ
れ
に
統
合
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
た
過
渡
的
な
も
の
で
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あ
っ
た
。
ま
た
内
容
的
に
も
、
先
に
挙
げ
た
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
＝
プ
フ
ァ
ル
ツ
行
政
裁
判
法
と
同
じ
よ
う
な
規
定
を
置
い
て
い
た(476
)。

⚒

再
建
後
の
行
政
裁
判
制
度
の
特
徴

⑴

概
括
主
義
の
採
用

以
上
、
行
政
裁
判
制
度
の
再
建
の
過
程
を
見
て
き
た
が
、
そ
の
間
に
制
定
さ
れ
た
行
政
裁
判
に
関
す
る
主
な
法
令
は
、
ア
メ
リ
カ
占

領
地
域
行
政
裁
判
法
、
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
＝
プ
フ
ァ
ル
ツ
行
政
裁
判
法
、
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
法
及

び
連
邦
行
政
裁
判
所
法
の
五
つ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
法
令
に
つ
い
て
最
初
に
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
原
則
上
告
審
で
あ
る
連
邦
行
政
裁

判
所
の
組
織
・
手
続
等
を
定
め
た
連
邦
行
政
裁
判
所
法
を
除
く
と
、
い
ず
れ
の
法
令
も
行
政
裁
判
所
の
管
轄
事
項
に
関
し
て
概
括
主
義

を
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
概
括
主
義
を
採
っ
て
い
た
の
が
ハ
ン
ブ
ル
ク
及
び
ブ
レ
ー
メ
ン
の
行

政
裁
判
法
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
（
第
二
章
第
二
節
⚒
⑵
を
参
照
）
と
比
較
す
る
と
大
き
く
異
な
る
。
連
邦
行
政
裁
判
所
法
以
外
の
四

つ
の
法
令
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
た(477
)。

ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
二
二
条
一
項
一
文

行
政
裁
判
所
は
、
特
別
の
行
政
裁
判
所
、
仲
裁
裁
判
所
又
は
民
事
裁
判
所
が
裁
判
を
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
行
政
庁
の
処

分
及
び
そ
の
他
の
行
政
行
為
に
関
す
る
不
服
（
抗
告
事
件
）
並
び
に
そ
の
他
の
公
法
上
の
訴
訟
（
当
事
者
訴
訟
）
に
つ
い
て
裁
判
を
す

る
。イ

ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
二
二
条
一
項
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地
方
行
政
裁
判
所
は
、
行
政
行
為
の
取
消
し
及
び
憲
法
訴
訟
を
除
く
そ
の
他
の
公
法
上
の
訴
訟
に
つ
い
て
裁
判
を
す
る
。

ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
＝
プ
フ
ァ
ル
ツ
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
一
五
条
一
項

行
政
裁
判
所
は
、
特
別
の
行
政
裁
判
所
又
は
通
常
裁
判
所
に
管
轄
が
な
い
限
り
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に
基
づ
い
て
、
行
政
庁
の
命

令
、
処
分
及
び
そ
の
他
の
行
政
行
為
が
違
法
に
発
せ
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
（
抗
告
事
件
）
並
び
に
そ
の
他
の
公
法
上
の
訴
訟
（
当
事

者
訴
訟
）
に
つ
い
て
裁
判
を
す
る
。

ベ
ル
リ
ン
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
一
九
条
一
項

行
政
裁
判
所
は
、
憲
法
訴
訟
、
議
会
に
お
け
る
選
挙
審
査
及
び
そ
の
他
憲
法
裁
判
権
の
領
域
に
属
す
る
事
件
を
除
き
、
行
政
行
為
の

取
消
し
（
二
三
条
）
及
び
そ
の
他
の
公
法
上
の
訴
訟
に
つ
い
て
裁
判
を
す
る
。

以
上
の
う
ち
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
と
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
は
、
一
九
四
九
年
五
月
に
Ｇ
Ｇ
が
制
定
さ
れ

る
よ
り
も
前
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
法
令
に
お
い
て
は
、
草
案
を
作
成
し
た
委
員
会
の
構
成
か
ら
し
て
、
ヴ
ァ
イ

マ
ル
期
か
ら
有
力
に
な
っ
て
い
た
学
説
（
第
二
章
第
一
節
⚓
⑴
を
参
照
）
の
影
響
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る(478
)。
他
方
で
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト

＝
プ
フ
ァ
ル
ツ
行
政
裁
判
法
と
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
法
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ら
が
制
定
さ
れ
た
と
き
に
は
す
で
に
Ｇ
Ｇ
が
存
在
し
て
い

た
の
で
、
概
括
主
義
の
採
用
に
際
し
て
Ｇ
Ｇ
が
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
関
係
す

る
Ｇ
Ｇ
一
九
条
四
項(479
)に
つ
い
て
、
当
時
の
多
数
説
は
抗
告
訴
訟
に
限
っ
て
概
括
主
義
を
保
障
し
た
も
の
と
解
し
て
い
た(480
)。
こ
の
こ
と
か

ら
す
る
と
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
＝
プ
フ
ァ
ル
ツ
行
政
裁
判
法
と
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
法
が
概
括
主
義
を
採
用
し
た
の
は
、
Ｇ
Ｇ
の
要
請
と
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い
う
よ
り
も
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
と
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
に
倣
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵

義
務
付
け
訴
訟
の
導
入

⒜

続
い
て
、
本
稿
が
考
察
の
対
象
と
す
る
訴
訟
類
型
に
つ
い
て
見
る
と
、
ま
ず
目
を
引
く
の
は
、
義
務
付
け
訴
訟
に
関
す
る
規
定
が

置
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
ま
で
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
判
例
の
中
で
警
察
処
分
以
外
の
処
分
に
つ
い
て
義
務
付
け
訴
訟
を

認
め
た
も
の
が
見
ら
れ
た
程
度
で
あ
り
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
判
例
で
も
義
務
付
け
訴
訟
は
否
定
さ
れ
て
い
た
（
第
一
章
第
三
節
⚓
⑴
、
第

二
章
第
一
節
⚒
⑵
⒝
、
第
二
章
第
二
節
⚓
⑵
⒝
を
参
照
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
再
建
さ
れ
た
行
政
裁
判
制
度
に

あ
っ
て
は
、
義
務
付
け
訴
訟
が
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
先
に
挙
げ
た
五
つ
の
法
令
の
中
で
、
取

消
訴
訟
と
並
ん
で
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
三
五
条
一
項
・
二
項
・
七
九
条
一
項
・
三
項
・
五
項

三
五
条
一
項

抗
告
訴
訟
は
、
あ
る
者
が
行
政
行
為
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
と
き
に
認
め
ら
れ
る
。

三
五
条
二
項

抗
告
訴
訟
は
、
申
請
さ
れ
た
職
務
行
為
の
不
作
為
に
対
し
て
も
、
申
請
者
が
そ
の
実
施
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
と

主
張
す
る
と
き
に
は
許
さ
れ
る
。
行
政
庁
が
職
務
行
為
の
実
施
を
求
め
る
申
請
に
対
し
て
、
十
分
な
理
由
な
く
相
当
の
期
間
内
に
決
定

を
し
な
か
っ
た
と
き
、
不
作
為
と
み
な
す
。
そ
の
場
合
、
不
作
為
は
拒
否
と
同
視
さ
れ
う
る
。

七
九
条
一
項

裁
判
所
は
、
抗
告
訴
訟
に
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
限
り
で
、
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
又
は
審
査
請
求
に
対
す
る

裁
決
及
び
争
わ
れ
て
い
る
行
政
行
為
を
取
り
消
す
。
行
政
行
為
が
取
消
し
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
す
で
に
決
着
し
た
と
き
、
裁

判
所
は
申
立
て
に
よ
り
、
当
該
行
政
行
為
が
不
適
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
判
決
で
宣
言
す
る
。

七
九
条
三
項

裁
判
所
は
、
職
務
行
為
の
拒
否
に
対
し
て
行
わ
れ
た
抗
告
訴
訟
に
理
由
が
あ
り
、
か
つ
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
事
案
が
成
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熟
し
て
い
る
〔
spruchreif〕
と
考
え
る
と
き
、
拒
否
を
取
り
消
す
と
と
も
に
、
申
請
さ
れ
た
職
務
行
為
を
実
施
す
る
行
政
庁
の
義
務

を
宣
言
す
る
。

七
九
条
五
項

裁
判
所
は
、
申
請
さ
れ
た
職
務
行
為
の
不
作
為
に
対
し
て
行
わ
れ
た
抗
告
訴
訟
（
三
五
条
二
項
）
に
理
由
が
あ
る
と

考
え
る
と
き
、
申
請
に
対
し
て
決
定
を
行
う
行
政
庁
の
義
務
を
宣
言
す
る
。
第
三
項
が
準
用
さ
れ
る(481
)。

イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
二
三
条
一
項
・
二
四
条
一
項
・
七
五
条
一
項
・
三
項

二
三
条
一
項

行
政
行
為
の
取
消
し
は
、
当
該
行
政
行
為
の
違
法
に
よ
り
原
告
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
い
う
理
由
で
の
み
認
め
ら

れ
る
。
訴
え
は
行
政
行
為
が
無
効
で
あ
る
と
き
も
許
さ
れ
る
。

二
四
条
一
項

申
請
さ
れ
た
行
政
行
為
の
実
施
を
求
め
る
訴
え
は
、
原
告
が
そ
の
実
施
を
求
め
る
請
求
権
を
有
し
、
か
つ
、
行
政
庁

が
申
請
に
対
し
て
拒
否
し
、
又
は
十
分
な
理
由
な
く
二
か
月
以
内
に
決
定
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
の
み
認
め
ら
れ
る
。

七
五
条
一
項

裁
判
所
は
、
行
政
行
為
に
対
し
て
行
わ
れ
た
訴
え
に
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
限
り
で
、
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定

又
は
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
及
び
争
わ
れ
て
い
る
行
政
行
為
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
無
効
を
宣
言
す
る
。
行
政
行
為
が
取
消
し
又

は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
す
で
に
決
着
し
た
と
き
、
原
告
が
そ
の
違
法
又
は
無
効
を
確
認
す
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
利
益
を
有
す

る
限
り
、
裁
判
所
は
申
立
て
に
よ
り
、
当
該
行
政
行
為
が
違
法
又
は
無
効
で
あ
っ
た
こ
と
を
判
決
で
宣
言
す
る
。

七
五
条
三
項

裁
判
所
は
、
職
務
行
為
の
拒
否
又
は
そ
の
他
の
不
作
為
が
違
法
で
あ
り
、
か
つ
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
事
案
が
成
熟
し
て

い
る
と
考
え
る
と
き
、
申
請
さ
れ
た
職
務
行
為
を
実
施
す
る
行
政
庁
の
義
務
を
宣
言
す
る
。

ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
＝
プ
フ
ァ
ル
ツ
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
一
五
条
二
項
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抗
告
訴
訟
は
、
申
請
さ
れ
た
職
務
行
為
の
不
作
為
に
対
し
て
も
、
申
請
者
が
そ
の
実
施
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
と
主
張
す
る
と
き

に
は
許
さ
れ
る
。
行
政
庁
が
職
務
行
為
の
実
施
を
求
め
る
申
請
に
対
し
て
、
十
分
な
理
由
な
く
相
当
の
期
間
内
に
決
定
を
し
な
か
っ
た

と
き
、
不
作
為
と
み
な
す
。
そ
の
場
合
、
不
作
為
は
拒
否
と
同
視
さ
れ
う
る
。

ベ
ル
リ
ン
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
二
〇
条
一
項
・
二
一
条
一
項

二
〇
条
一
項

訴
え
は
、
行
政
行
為
に
よ
り
原
告
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
い
う
理
由
で
の
み
認
め
ら
れ
る
。
訴
え
は
行
政
行
為
が

無
効
で
あ
る
と
き
も
許
さ
れ
る
。

二
一
条
一
項

申
請
さ
れ
た
行
政
行
為
の
実
施
を
求
め
る
訴
え
は
、
原
告
が
そ
の
実
施
を
求
め
る
請
求
権
を
有
し
、
か
つ
、
行
政
庁

が
申
請
に
対
し
て
拒
否
し
、
又
は
十
分
な
理
由
な
く
二
か
月
以
内
に
決
定
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
の
み
認
め
ら
れ
る
。

連
邦
行
政
裁
判
所
法
一
五
条
一
項
・
三
項

一
項

抗
告
訴
訟
は
、
行
政
行
為
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
者
の
み
が
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
項

抗
告
訴
訟
は
、
申
請
さ
れ
た
行
政
行
為
の
不
作
為
に
対
し
て
も
、
申
請
者
が
そ
の
実
施
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
と
主
張
す

る
と
き
に
は
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
行
政
行
為
の
実
施
を
求
め
る
申
請
に
対
し
て
、
十
分
な
理
由
な
く
相
当
の
期
間
内
に
実
質
的

な
決
定
が
行
わ
れ
な
い
と
き
、
不
作
為
と
み
な
す
。
そ
の
場
合
、
不
作
為
は
拒
否
と
同
視
さ
れ
う
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
の
中
に
は
「
職
務
行
為
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
行
政
行
為
」
と
同
義
で
あ
る
と

概
ね
理
解
さ
れ(482)た(483
)。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
の
義
務
付
け
訴
訟
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
州
評
議
会
の
審
議
の
中
で
、
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義
務
付
け
判
決
の
執
行
は
結
局
行
政
内
部
の
階
層
的
統
制
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
廃
止
が
提
案
さ
れ
た
が
、

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
委
員
会
の
反
対
に
よ
り
規
定
は
維
持
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る(484
)。
こ
こ
で
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
か

ら
義
務
付
け
訴
訟
の
導
入
を
主
張
し
て
い
た
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
見
解
の
影
響
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
第
二
章
第
一

節
⚓
⑵
を
参
照
）。

そ
の
一
方
で
、
概
括
主
義
の
採
用
の
場
合
と
同
じ
く
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
＝
プ
フ
ァ
ル
ツ
行
政
裁
判
法
、
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
法
及
び

連
邦
行
政
裁
判
所
法
に
つ
い
て
は
、
義
務
付
け
訴
訟
の
導
入
に
当
た
っ
て
Ｇ
Ｇ
の
存
在
が
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
が

問
題
に
な
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
確
か
に
、
Ｇ
Ｇ
一
九
条
四
項
に
よ
る
保
障
を
抗
告
訴
訟
に
お
け
る
概
括
主
義
に
限
定
し
た
当
時

の
多
数
説
も
、
同
項
に
い
う
「
公
権
力
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
き
」
の
中
に
は
、
行
政
に
よ
る
不
作
為
の
場
合
も
含

ま
れ
る
と
解
し
て
い
た(485
)。
し
か
し
、
多
数
説
に
立
つ
論
者
も
、
Ｇ
Ｇ
一
九
条
四
項
か
ら
義
務
付
け
訴
訟
を
導
入
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ

る
と
ま
で
は
明
確
に
述
べ
て
い
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
文
言
の
同
一
性
な
い
し
類
似
性
か
ら
す
る
と
、
右
の
三
つ
の
法
律
は
、
主
に
は

ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
と
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
に
依
拠
し
て
、
義
務
付
け
訴
訟
に
関
す
る
規
定
を
設
け
た
と
考

え
ら
れ
る
。

⒝

こ
の
他
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
七
九
条
一
項
の
第
二
文
と
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
七
五
条
一
項
の
第
二
文

は
、
争
い
の
対
象
で
あ
る
行
政
行
為
が
な
く
な
っ
た
場
合
に
そ
れ
が
違
法
で
あ
っ
た
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
、
い
わ
ゆ
る
継
続
確
認
訴

訟
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
行
政
行
為
が
違
法
で
あ
っ
た
こ
と
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
従
前
は
取
消
訴
訟
を
用
い
て
そ
れ
が
行
わ
れ

る
場
合
が
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
（
第
一
章
第
三
節
⚒
を
参
照
）、
右
記
の
法
令
に
お
い
て
は
、
継
続
確
認
訴
訟
と
い
う
独
立
の
類
型
が
設

け
ら
れ
た
と
言
え
る
。

ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
二
三
条
一
項
と
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
法
二
〇
条
一
項
で
は
、
取
消
訴
訟
に
関
す
る
規
定
の
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中
で
無
効
の
行
政
行
為
に
対
す
る
訴
訟
も
併
せ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。

⑶

確
認
訴
訟
の
一
般
的
許
容

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
確
認
訴
訟
が
一
般
的
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
ま
で
、
プ
ロ
イ
セ
ン
な
ど
多
く
の
ラ

ン
ト
に
お
い
て
は
、
確
認
訴
訟
は
原
則
と
し
て
個
別
の
法
律
の
規
定
で
認
め
ら
れ
た
場
合
に
限
っ
て
提
起
で
き
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
（
第
一
章
第
二
節
⚑
⑵
、
第
二
章
第
一
節
⚒
⑵
⒜
・
⑶
⒜
な
ど
を
参
照
）。
先
に
挙
げ
た
五
つ
の
法
令
は
、
次
の
よ
う
な
規

定
を
設
け
て
い
た
。

ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
二
四
条
一
項

裁
判
官
の
裁
判
に
よ
り
法
律
関
係
を
即
時
に
確
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
原
告
が
正
当
な
利
益
を
有
す
る
と
き
、
法
律
関
係
の
存
否

の
確
認
を
求
め
て
、
当
事
者
訴
訟
の
方
法
に
よ
り
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
五
二
条

行
政
裁
判
所
の
裁
判
に
よ
り
即
時
に
確
認
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
原
告
が
正
当
な
利
益
を
有
す
る
と
き
、
公
法
上
の
法
律
関

係
の
存
否
又
は
内
容
の
確
認
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
＝
プ
フ
ァ
ル
ツ
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
二
四
条
一
項
（
連
邦
行
政
裁
判
所
法
一
六
条
一
項
も
同
一
規
定
）

裁
判
官
の
裁
判
に
よ
り
法
律
関
係
を
即
時
に
確
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
原
告
が
正
当
な
利
益
を
有
す
る
と
き
、
法
律
関
係
の
存
否

の
確
認
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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ベ
ル
リ
ン
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
二
二
条
一
項
・
三
項

一
項

行
政
裁
判
所
の
裁
判
に
よ
り
即
時
に
確
認
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
原
告
が
正
当
な
利
益
を
有
す
る
と
き
、
公
法
上
の

法
律
関
係
の
存
否
又
は
内
容
の
確
認
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
項

行
政
行
為
の
無
効
は
、
確
認
訴
訟
の
方
法
に
よ
っ
て
も
い
つ
で
も
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

右
の
各
規
定
の
う
ち
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
の
場
合
と
同
等
の
権
利
保
護
を
与
え
る

べ
き
と
い
う
考
え
が
背
景
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が(486
)、
さ
ら
に
、
こ
こ
で
も
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
見
解
が
反
映
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る(487
)。
彼
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
確
認
訴
訟
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
一
般
的
に
許
容
し
た
ハ
ン
ブ
ル
ク
及
び
ブ
レ
ー

メ
ン
の
行
政
裁
判
法
を
高
く
評
価
し
て
い
た(488
)。
実
際
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
で
、
確
認
訴
訟
の
活
用
が
想
定
さ
れ
る
例
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
が
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
説
い
て
い
た
こ
と
と
同
じ
く
、
行
政
行
為
の
発
付
の
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
な
ど
に
お
い
て
、
事
前
に
権
利
保
護
を
求
め
る
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た(489
)。

ま
た
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
＝
プ
フ
ァ
ル
ツ
行
政
裁
判
法
二
四
条
一
項
と
連
邦
行
政
裁
判
所
法
一
六
条
一
項
は
、
第
二
章
第
二
節
⚒
⑶
⒜

で
紹
介
し
た
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
二
〇
条
及
び
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
二
八
条
と
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
占
領

地
域
行
政
裁
判
法
の
規
定
も
そ
れ
ら
と
類
似
す
る
が
、「
当
事
者
訴
訟
の
方
法
に
よ
り
」
と
い
う
文
言
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
点
が

異
な
る
。

こ
の
他
、
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
法
は
二
二
条
三
項
で
、
確
認
訴
訟
で
行
政
行
為
の
無
効
を
争
う
こ
と
も
で
き
る
と
し
て
い
た
。

⑷

規
範
統
制
手
続
の
新
設

さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
は
、
次
の
規
定
を
置
い
て
、
法
令
の
規
定
自
体
を
争
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
規
範
統
制
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手
続
も
取
り
入
れ
て
い
た
。

ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
二
五
条
一
項
・
二
項

一
項

高
等
行
政
裁
判
所
は
、
行
政
裁
判
所
の
事
物
管
轄
の
枠
内
で
、
申
立
て
に
よ
り
、
命
令
又
は
法
律
の
下
位
に
属
す
る
そ
の
他

の
法
令
の
規
定
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
決
定
で
裁
判
を
す
る
。
申
立
て
は
、
行
政
庁
及
び
当
該
法
令
の
規
定
の
適
用
に
よ
っ
て
近
い
う

ち
に
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
す
べ
て
の
者
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
項

前
項
の
裁
判
は
一
般
的
拘
束
力
を
有
す
る
。
裁
判
は
公
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
政
裁
判
の
分
野
に
お
け
る
規
範
統
制
手
続
は
、
一
九
一
三
年
四
月
の
バ
ー
デ
ン
水
法(490
)一
二
〇
条
一
項
二
号
が
同
法
に
基
づ
く
地
区

警
察
の
警
察
命
令
を
争
う
こ
と
を
認
め
た
よ
う
に
、
従
前
も
個
別
の
法
律
の
中
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
ま
た
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル

憲
法
一
〇
七
条
（
第
二
章
第
一
節
⚑
を
参
照
）
の
「
命
令
及
び
処
分
」
と
い
う
文
言
か
ら
、
法
令
の
規
定
を
直
接
に
争
う
こ
と
も
認
め

ら
れ
る
と
説
く
見
解
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い(491
)。
し
か
し
そ
う
し
た
見
解
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
ま
で
の
い

く
つ
か
の
ラ
ン
ト
の
判
例
を
見
て
も
、
取
消
訴
訟
は
具
体
的
な
行
政
行
為
の
存
在
を
前
提
に
す
る
と
か
、
確
認
訴
訟
の
対
象
で
あ
る

「
法
律
関
係
」
は
未
だ
成
立
し
て
い
な
い
と
い
っ
た
理
由
で
、
い
ず
れ
も
法
令
の
規
定
自
体
を
争
う
こ
と
を
認
め
て
い
な
か
っ
た(492
)。

か
よ
う
な
従
前
の
状
況
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
は
、
ド
イ
ツ
の
行
政
裁
判
制
度
に
お
い
て
初
め
て
規
範
統
制

手
続
を
広
く
認
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
規
範
統
制
手
続
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
委
員
会
で
は
な
く
、
州
評
議
会
の
審
議
の

中
で
バ
イ
エ
ル
ン
が
提
案
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
の
代
表
は
そ
の
根
拠
と
し
て
、
行
政
の
自
己
統
制
は
客
観
法
違
反
の
防

止
も
要
請
す
る
こ
と
、
並
び
に
、
市
町
村
参
事
会
及
び
郡
庁
に
お
け
る
公
選
制
の
導
入
に
よ
り
、
法
的
知
識
の
乏
し
い
者
が
違
法
な
法
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令
を
制
定
す
る
お
そ
れ
が
増
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
た(493
)。
ま
た
、
確
認
訴
訟
の
容
認
と
同
じ
観
点
か
ら
も
規
範
統
制
手
続
の
必
要
性
が

根
拠
付
け
ら
れ
る
と
述
べ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
、
規
範
統
制
手
続
が
確
認
訴
訟
の
補
完
物
と
し
て
、
予
防
的
な
権
利
保
護
の
役
割
を
果

た
す
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る(494
)。

他
方
で
、
規
範
統
制
手
続
の
規
定
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
以
外
の
行
政
裁
判
に
関
す
る
法
令
で
は
設
け
ら
れ
な
か
っ

た(495
)。

⚓

訴
訟
類
型
・
救
済
態
様
に
関
す
る
論
点

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
再
建
後
の
行
政
裁
判
制
度
と
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
ま
で
の
も
の
を
比
べ
た
場
合
、
概
括
主
義

が
採
用
さ
れ
た
点
の
み
な
ら
ず
、
義
務
付
け
訴
訟
や
確
認
訴
訟
が
一
般
的
に
定
め
ら
れ
た
点
な
ど
に
お
い
て
も
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
ら
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
か
ら
の
学
説
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
例
え
ば
継
続
確

認
訴
訟
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
反
面
と
し
て
、
取
消
訴
訟
が
従
前
担
っ
て
い
た
役
割
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
い
う
側
面

も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
先
述
の
行
政
裁
判
に
関
す
る
法
令
の
中
で
定
め
ら
れ
た
訴
訟
類
型
な
い
し
救
済
態
様
で
あ
っ
て
も
、
規
定
が
必
ず
し
も
明
確

で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
な
お
解
釈
論
上
の
問
題
が
存
在
し
た
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
義
務
付
け
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
行
政
行

為
の
拒
否(496
)又
は
不
作
為
に
対
し
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ

と
が
問
題
に
な
っ
た
。
ま
た
、
行
政
行
為
の
無
効
を
直
接
に
争
お
う
と
す
る
と
き
、
従
前
用
い
ら
れ
て
い
た
取
消
訴
訟
（
第
二
章
第
二

節
⚓
⑴
⒞
を
参
照
）
に
代
わ
っ
て
無
効
確
認
訴
訟
は
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
無
効
の
行
政
行
為
に
対
し
て
も
訴
訟
が
可
能

で
あ
る
旨
を
示
し
た
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
及
び
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
法
に
お
い
て
も
議
論
の
対
象
に
な
っ
た
。
加
え
て
、

論 説

(阪大法学) 68 (3-90）572〔2018.⚙〕



継
続
確
認
訴
訟
の
規
定
に
関
し
て
は
、
取
消
訴
訟
を
起
こ
す
前
に
行
政
行
為
が
な
く
な
っ
た
場
合
、
さ
ら
に
は
義
務
付
け
訴
訟
の
場
合

に
も
、
そ
れ
は
準
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
争
わ
れ
た
。

他
方
で
、
先
述
の
行
政
裁
判
に
関
す
る
法
令
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
訴
訟
類
型
の
許
容
性
も
議
論
さ
れ
た
。
そ
の
対
象
に
な
っ
た
の

は
、
行
政
行
為
そ
の
他
の
行
政
活
動
の
事
前
差
止
め
を
求
め
る
予
防
的
不
作
為
訴
訟
〔
vorbeugende
U
nterlassungsklage〕、
並

び
に
、（
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
の
場
合
は
除
か
れ
る
が
）
規
範
統
制
手
続
で
あ
る
。
ま
た
、
予
防
的
確
認
訴
訟
は
ヴ
ァ
イ

マ
ル
期
ま
で
の
判
例
で
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
が
（
第
一
章
第
二
節
⚓
⑶
な
ど
を
参
照
）、
予
防
的
不
作
為
訴
訟
に
関
連
し
て
、
そ
れ

が
許
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
改
め
て
争
わ
れ
た
。

次
節
以
降
で
は
、
以
上
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
、
あ
る
い
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
っ
た
の
か
を
順
次
見
て
い
く
こ
と
に

し
た
い
。

第
二
節

解
釈
に
よ
る
救
済
の
充
実

⚑

義
務
付
け
訴
訟
の
適
用
範
囲
と
判
決
の
態
様

⑴

行
政
行
為
の
拒
否
に
対
す
る
義
務
付
け
訴
訟
の
可
否
と
位
置
付
け

⒜

最
初
に
、
義
務
付
け
訴
訟
の
場
合
か
ら
見
る
と
、
判
決
の
態
様
に
関
す
る
問
題
に
先
立
っ
て
、
特
に
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁

判
法
の
適
用
領
域
に
お
い
て
は
、
行
政
行
為
の
拒
否
に
対
す
る
義
務
付
け
訴
訟
の
可
否
及
び
そ
の
位
置
付
け
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
先
に
挙
げ
た
義
務
付
け
訴
訟
の
規
定
の
う
ち
、
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
二
四
条
一
項
と
ベ
ル
リ
ン

行
政
裁
判
法
二
一
条
一
項
は
、
行
政
行
為
の
拒
否
と
不
作
為
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
義
務
付
け
訴
訟
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
た
の
に

対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
三
五
条
二
項
は
義
務
付
け
訴
訟
を
提
起
で
き
る
場
合
と
し
て
、
不
作
為
の
場
合
を
挙
げ
る
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に
止
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る(497
)。

実
際
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
三
五
条
二
項
は
行
政
行
為
の
拒
否
が
行
わ
れ
た
場
合
を
対
象
と
し
て
い
な
い
と
述
べ
ら
れ

る
こ
と
が
あ
っ
た(498
)。
そ
し
て
、
行
政
行
為
の
拒
否
が
行
わ
れ
た
と
き
は
取
消
訴
訟
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
者
も
存
在
し
た

の
で
あ
る(499
)。
も
っ
と
も
、
こ
の
所
説
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
七
九
条
三
項
が
義
務
付
け
判
決
の
可
能
性
を
規

定
し
て
い
た
こ
と
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
が
、
同
項
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
が
取
消
判
決
に
付
随
し
て
、
職
権
で
義
務
付
け
判
決
を

下
す
こ
と
を
認
め
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た(500
)。

し
か
し
な
が
ら
、
行
政
行
為
の
拒
否
が
行
わ
れ
た
と
き
は
取
消
訴
訟
に
よ
る
べ
き
と
す
る
右
の
見
解
に
対
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
軍
政

府
命
令
一
六
五
号
二
四
条
一
項
と
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
法
二
一
条
一
項
は
行
政
行
為
の
拒
否
に
対
し
て
も
義
務
付
け
訴
訟
を
明
示
的
に

認
め
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
た(501
)。
ま
た
、
行
政
行
為
の
拒
否
の
取
消
し
だ
け
で
は
、
原
告
の

目
的
は
達
成
さ
れ
な
い
と
い
う
批
判
も
あ
っ
た(502
)。
職
権
で
義
務
付
け
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
と
解
し
て
も
、
そ
れ
は
原
告
の
請
求

の
範
囲
を
超
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
処
分
権
主
義
と
の
関
係
で
問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

⒝

こ
う
し
て
、
行
政
行
為
の
拒
否
の
場
合
に
義
務
付
け
訴
訟
を
認
め
な
い
見
解
は
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
義
務
付
け
訴
訟

の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
意
見
が
一
致
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
き
っ
か
け
の
一

つ
が
、
カ
ッ
セ
ル
行
政
裁
判
所
一
九
五
一
年
三
月
二
〇
日
判
決
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
原
告
が
警
察
官
庁
に
対
し
て
、
自
宅
の
前
に

あ
る
道
路
を
貨
物
自
動
車
が
通
行
す
る
こ
と
の
禁
止
命
令
を
発
す
る
よ
う
求
め
た
が
、
警
察
官
庁
が
そ
れ
を
拒
否
す
る
判
断
を
示
し
た

た
め
、
当
該
拒
否
の
取
消
し
と
貨
物
自
動
車
の
通
行
禁
止
命
令
の
義
務
付
け
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
と
い
う
事
例
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
原
告
に
よ
る
義
務
付
け
訴
訟
を
不
適
法
な
も
の
と
せ
ず
、
請
求
に
理
由
が
あ
る
場
合
は
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行

政
裁
判
法
七
九
条
三
項
が
適
用
さ
れ
る
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
裁
判
所
は
、
警
察
官
庁
に
不
作
為
は
な
く
、
原
告
に
よ
る
義
務
付
け
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訴
訟
は
警
察
官
庁
の
禁
止
命
令
発
付
の
拒
否
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
三
五
条
二

項
に
定
め
ら
れ
た
訴
訟
で
は
な
く
、
同
条
一
項
の
通
常
の
抗
告
訴
訟
に
当
た
る
と
判
示
し
た
の
で
あ
る(503
)。

こ
の
カ
ッ
セ
ル
行
政
裁
判
所
の
判
決
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
三
五
条
二
項
に
つ
い
て
、
文
言
通
り
不
作
為
の
場
合
の

み
を
対
象
に
す
る
と
解
釈
し
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
評
釈
を
執
筆
し
た
オ
ッ
ト
ー
・
バ
ッ
ホ
フ
は
次
の
よ
う
な
批
判
を
行
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
行
政
行
為
の
拒
否
に
対
す
る
訴
訟
は
、
と
り
わ
け
義
務
付
け
請
求
が
可
能
で
あ
る
点
で
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判

法
三
五
条
二
項
所
定
の
不
作
為
に
対
す
る
訴
訟
と
共
通
性
が
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
行
政
行
為
の
拒
否
に
対
す
る
訴
訟
は
通
常
の
抗
告

訴
訟
（
取
消
訴
訟
）
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
不
作
為
に
対
す
る
訴
訟
と
と
も
に
、
義
務
付
け
訴
訟
と
い
う
上
位
概
念
の
下
に

置
く
方
が
正
当
だ
ろ
う
と
述
べ
た(504
)。
そ
し
て
彼
は
、
自
身
の
教
授
資
格
論
文
に
お
い
て
も
、
義
務
付
け
訴
訟
の
下
位
区
分
と
し
て
、
不

作
為
に
対
す
る
訴
訟
と
並
ん
で
行
政
行
為
の
拒
否
に
対
す
る
訴
訟
を
挙
げ
た
の
で
あ
る(505
)。

な
お
、
カ
ッ
セ
ル
行
政
裁
判
所
判
決
の
事
案
で
原
告
が
求
め
た
貨
物
自
動
車
の
通
行
禁
止
命
令
は
、
警
察
官
庁
が
職
権
で
発
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
カ
ッ
セ
ル
行
政
裁
判
所
判
決
と
そ
の
評
釈
を
執
筆
し
た
バ
ッ
ホ
フ
の
い
ず
れ
も
、
通
行
禁
止
命
令
を
下
さ
な
い

と
い
う
警
察
官
庁
の
判
断
を
、
行
政
行
為
の
不
作
為
で
は
な
く
拒
否
と
捉
え
て
い
た
。
ま
た
、
カ
ッ
セ
ル
行
政
裁
判
所
判
決
は
、
原
告

か
ら
警
察
官
庁
へ
の
請
求
を
「
申
請
」
と
表
現
し
て
お
り
、
義
務
付
け
訴
訟
の
規
定
に
あ
っ
た
「
申
請
」
と
い
う
言
葉
が
、
制
度
と
し

て
法
定
さ
れ
て
い
た
場
合
に
限
ら
ず
、
広
く
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑵

義
務
付
け
訴
訟
の
判
決
の
態
様

さ
て
、
前
述
の
バ
ッ
ホ
フ
の
よ
う
に
、
行
政
行
為
の
拒
否
と
不
作
為
の
ど
ち
ら
に
対
す
る
場
合
も
、
義
務
付
け
訴
訟
と
い
っ
た
上
位

概
念
の
下
に
位
置
付
け
る
見
解
が
支
配
的
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が(506
)、
行
政
行
為
の
拒
否
又
は
不
作
為
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
義
務
付
け

訴
訟
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
先
に
触
れ
た
通
り
一
定
の
議
論
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が
あ
っ
た(507
)。

こ
の
よ
う
な
議
論
が
生
じ
た
原
因
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
と
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
の
規
定
の
仕
方
に

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
本
章
第
一
節
⚒
⑵
⒜
で
見
た
よ
う
に
、
義
務
付
け
訴
訟
の
判
決
に
関
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判

法
七
九
条
三
項
・
五
項
と
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
七
五
条
三
項
が
そ
れ
ぞ
れ
規
定
を
置
い
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
規
定

が
明
示
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
で
は
ど
の
よ
う
な
判
決
が
下
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

よ
り
具
体
的
に
は
、
㋐
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
七
九
条
五
項
が
不
作
為
に
対
す
る
義
務
付
け
訴
訟
の
判
決
と
し
て
明
示
し

て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
決
定
義
務
付
け
判
決(508
)で
あ
る
が
、
裁
判
所
が
事
案
が
成
熟
し
て
い
る
と
考
え
る
と
き(509
)、
同
条
三
項
を
準
用
し

て
原
告
が
求
め
る
行
政
行
為
の
義
務
付
け
判
決
（
以
下
で
は
特
定
行
為
義
務
付
け
判
決
と
い
う
）
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
㋑
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
七
五
条
三
項
は
、
行
政
行
為
の
拒
否
と
不
作
為
の
双
方
の
場
合
に
つ
い
て
、

裁
判
所
が
事
案
が
成
熟
し
て
い
る
と
考
え
る
と
き
は
特
定
行
為
義
務
付
け
判
決
が
下
さ
れ
る
旨
を
定
め
て
い
る
が
、
事
案
の
成
熟
性
を

欠
く
場
合
、
い
か
な
る
判
決
が
下
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
議
論
の
対
象
に
な
っ(510)た(511
)。

右
で
挙
げ
た
問
題
の
う
ち
、
㋐
に
関
す
る
議
論
の
状
況
か
ら
見
る
と
、
不
作
為
の
場
合
に
は
特
定
行
為
義
務
付
け
判
決
を
認
め
な
い

と
い
う
見
解
も
確
か
に
存
在
し
た(512
)。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
見
解
の
中
に
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
の
規
定
の
仕
方
と
い
う
よ

り
、
行
政
と
行
政
裁
判
所
の
関
係
を
根
拠
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
他
の
行
政
裁
判
に
関
す
る
法
令

の
適
用
領
域
に
お
い
て
も
、
不
作
為
の
場
合
に
は
特
定
行
為
義
務
付
け
判
決
は
認
め
ら
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、

あ
る
論
者
は
、
義
務
付
け
訴
訟
も
抗
告
訴
訟
の
一
つ
と
し
て
、
覆
審
的
な
い
し
事
後
審
査
的
性
格
を
有
す
る
と
の
理
解
を
前
提
に
、
不

作
為
の
場
合
に
は
行
政
庁
は
行
政
行
為
の
発
付
に
係
る
案
件
に
つ
い
て
未
だ
判
断
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
行
政
裁
判
所
が
そ
の
よ
う
な
案

件
を
行
政
庁
に
代
わ
っ
て
自
ら
処
理
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
さ
も
な
い
と
、
行
政
と
行
政
裁
判
所
の
権
限
の
境
界
が
あ
い
ま
い
に
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な
り
、
権
力
分
立
の
原
理
が
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
説
い
た
の
で
あ
る(513
)。

し
か
し
多
数
説
は
、
不
作
為
の
場
合
に
も
特
定
行
為
義
務
付
け
判
決
を
認
め
る
見
解
で
あ
っ
た(514
)。
も
っ
と
も
、
多
数
説
の
論
者
は
そ

の
根
拠
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
七
九
条
五
項
が
、
特
定
行
為
義
務
付
け
判
決
を
定
め
る
同
条
三
項
を
準
用
し
て
い

る
こ
と
を
挙
げ
る
に
止
ま
る
。
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
七
五
条
三
項
が
不
作
為
の
場
合
に
も
特
定
行
為
義
務
付
け
判

決
を
明
示
的
に
認
め
て
い
た
こ
と
と
の
整
合
性
に
加
え
て
、
実
質
的
に
は
次
の
よ
う
な
考
え
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
決
定
義
務
付
け
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
判
決
を
受
け
て
も
行
政
庁
が
原
告
の
求
め
る
行
政

行
為
の
発
付
を
拒
否
し
た
場
合
、
原
告
は
再
び
訴
訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
、
訴
訟
経
済
に
反
す
る
と
と
も
に

原
告
の
権
利
保
護
の
制
約
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る(515
)。
多
数
説
の
中
に
こ
う
し
た
考
え
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
特
定

行
為
義
務
付
け
判
決
も
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
権
利
保
護
を
充
実
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る(516
)。

続
い
て
㋑
の
問
題
に
目
を
移
す
と
、
不
作
為
の
場
合
で
事
案
の
成
熟
性
を
欠
く
と
き
、
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
の
適
用
領

域
に
お
い
て
も
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
七
九
条
五
項
が
定
め
る
よ
う
に
、
決
定
義
務
付
け
判
決
が
下
さ
れ
る
と
い
う
見
解
が

支
配
的
で
あ
っ
た(517
)。
だ
が
、
行
政
行
為
の
拒
否
の
場
合
で
事
案
の
成
熟
性
を
欠
く
と
き
に
つ
い
て
は
、
当
該
拒
否
の
取
消
判
決
が
下
さ

れ
る
と
い
う
見
解
と
、
そ
れ
に
加
え
て
決
定
義
務
付
け
判
決
も
下
さ
れ
る
と
す
る
見
解
が
見
ら
れ
た(518
)。
ど
ち
ら
も
、
拒
否
の
取
消
判
決

が
下
さ
れ
る
と
い
う
限
り
で
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
七
九
条
三
項
に
倣
っ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う(519
)。

そ
う
し
た
中
で
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
五
四
年
一
二
月
一
七
日
判
決
は
異
な
る
立
場
を
示
し
た
。
住
宅
交
換
許
可
の
申
請
を
住
宅

局
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
原
告
ら
が
訴
え
を
提
起
し
た
事
例
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
は
、
二
四
条
一
項
と
七
五
条
三
項
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
申
請
さ
れ
た
職
務
行
為
の
単
な
る

不
作
為
の
場
合
と
正
式
な
拒
否
の
場
合
を
、
明
ら
か
に
同
じ
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
。
二
つ
の
場
合
に
つ
い
て
…
…
『
職
務
行
為
の
拒
否

ドイツにおける行政訴訟の類型の歴史的展開（四）
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に
対
し
て
行
わ
れ
た
抗
告
訴
訟
』（
七
九
条
三
項
）
と
『
申
請
さ
れ
た
職
務
行
為
の
不
作
為
に
対
し
て
行
わ
れ
た
抗
告
訴
訟
』（
三
五
条

二
項
・
七
九
条
五
項
）
を
区
別
す
る
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
『
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
』
と
異
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一

六
五
号
は
、『
申
請
さ
れ
た
行
政
行
為
の
実
施
を
求
め
る
訴
え
』（
二
四
条
）
と
『
申
請
さ
れ
た
職
務
行
為
を
実
施
す
る
行
政
庁
の
義

務
』
の
裁
判
所
に
よ
る
宣
言
（
七
五
条
）
を
知
る
の
み
で
あ
る
。」

「も
っ
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
七
五
条
三
項
も
、
申
請
さ
れ
た
職
務
行
為
を
実
施
す
る
義
務
を
裁
判
所
が
宣
言
す

る
場
合
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
『
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
』
七
九
条
三
項
と
同
じ
く
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
事
案
が
成
熟

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
か
か
る
事
案
の
成
熟
性
を
欠
く
場
合
で
も
、
原
告
の
申
請
を
拒
否
す
る

被
告
の
決
定
を
取
り
消
す
必
要
は
な
い
。
…
…
む
し
ろ
、
原
告
の
申
請
に
対
し
て
正
式
の
拒
否
が
行
わ
れ
た
場
合
で
も
、
事
案
の
成
熟

性
を
欠
く
と
き
は
、
行
政
裁
判
所
の
判
決
の
理
由
に
従
い
改
め
て
原
告
の
申
請
に
つ
い
て
判
断
す
る
よ
う
、
被
告
が
義
務
付
け
ら
れ
る

こ
と
を
宣
言
す
れ
ば
十
分
で
あ
る(520
)。」

つ
ま
り
判
決
は
、
事
案
の
成
熟
性
を
欠
く
と
き
は
、
行
政
行
為
の
拒
否
の
場
合
で
も
決
定
義
務
付
け
判
決
を
下
せ
ば
足
り
る
の
で

あ
っ
て
、
拒
否
の
取
消
判
決
を
行
う
こ
と
は
要
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
判
断
の
背
景
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一

六
五
号
二
四
条
一
項
・
七
五
条
三
項
は
行
政
行
為
の
拒
否
の
場
合
と
不
作
為
の
場
合
を
区
別
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
前
者
の
場
合
に
取

消
判
決
を
要
す
る
と
す
れ
ば
、
後
者
の
場
合
に
は
そ
の
余
地
が
な
い
た
め
、
二
つ
の
場
合
で
判
決
の
態
様
に
ズ
レ
が
生
じ
て
し
ま
う
と

い
う
考
え
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
行
政
行
為
の
拒
否

の
場
合
で
事
案
の
成
熟
性
を
欠
く
と
き
の
判
決
の
態
様
が
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
と
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
で

異
な
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
通
り
、
義
務
付
け
訴
訟
に
関
す
る
規
定
の
不
備
を
解
釈
で
補
う
こ
と
に
よ
り
、
救
済
の
充
実
が
図
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
判
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決
の
態
様
に
つ
い
て
は
、
行
政
裁
判
に
関
す
る
法
令
の
間
で
統
一
性
を
欠
く
と
い
う
問
題
を
孕
ん
で
い
た
。
こ
う
し
た
問
題
を
解
消
す

る
た
め
に
は
、
Ｖ
ｗ
Ｇ
Ｏ
の
制
定
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(422
)
A
m
tsblatt
der
M
ilitärregierung
D
eutschland
K
ontroll-Gebiet
der
zw
ölften
A
rm
eegruppe
1945
N
r.1,S.13
ff.

(423
)
M
artin
M
ontag,D
ie
Entw
icklung
der
V
erw
altungsgerichtsbarkeit
in
Baden
und
W
ürttem
berg
von
1945
bis
1960

(2001),S.49.

(424
)
行
政
裁
判
制
度
の
再
建
の
状
況
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
は
、
須
貝
脩
一
「
西
獨
逸
行
政
裁
判
制
度
の
発
展
」
法
学
論
叢
五
九
巻
四
号

（
一
九
五
三
年
）
一
〇
頁
以
下
、
南
・
前
掲
注
（
15
）
一
五
四
頁
以
下
、
宮
崎
・
前
掲
注
（
10
）
四
〇
四
頁
以
下
、
人
見
・
前
掲
注
（
194
）
二

九
九
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。
と
り
わ
け
最
後
の
文
献
は
、
連
邦
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
遺
稿
集
も
参

照
し
て
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
の
状
況
を
詳
細
に
考
察
し
て
い
る
。

(425
)
な
お
、
以
下
の
記
述
に
お
い
て
は
、
ソ
連
占
領
地
域
な
い
し
旧
東
ド
イ
ツ
の
動
向
は
取
り
上
げ
な
い
。
そ
れ
に
関
す
る
近
時
の
文
献
と
し

て
、
Julian
Lubini,D
ie
V
erw
altungsgerichtsbarkeit
in
den
Ländern
der
SBZ/D
D
R
1945-1952
(2015)が
あ
る
。

(426
)
A
m
tsblatt
der
M
ilitärregierung
D
eutschland
Britisches
K
ontrollgebiet
1946
N
r.14,S.315.

(427
)
ま
た
、
こ
の
法
律
三
六
号
に
よ
り
、「
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
」
の
設
置
を
定
め
た
、
一
九
四
一
年
四
月
三
日
の
「
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の

設
立
に
関
す
る
総
統
令
」（
注
（
321
）
を
参
照
）
も
廃
止
さ
れ
た
。

(428
)
Paulus
van
H
usen,Gesetz
über
die
V
erw
altungsgerichtsbarkeit
in
Bayern,W
ürttem
berg-Baden
und
H
essen
m
it

K
om
m
entar
(1947),S.3.

(429
)
人
見
・
前
掲
注
（
194
）
三
〇
二
頁
以
下；

M
ontag
(A
nm
.423),S.54.

(430
)
W
alter
Jellinek,D
ie
V
erw
altungsgerichtsbarkeit
in
der
am
erikanischen
Zone,D
RZ
1948,269
[270].

(431
)
Jellinek
(A
nm
.430),S.270
;Rapp
(A
nm
.25),S.18.

(432
)
州
評
議
会
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
の
各
州
の
首
相
が
構
成
員
と
な
っ
て
定
期
的
に
開
催
さ
れ
た
会
議
で
あ
り
、
占
領
地
域
内
に
お
け
る

法
令
及
び
行
政
の
統
一
性
の
確
保
、
各
州
の
領
域
を
越
え
る
問
題
の
解
決
を
任
務
と
し
た
。
北
住
炯
一
「
ド
イ
ツ
複
合
占
領
に
お
け
る
国
家
化

ドイツにおける行政訴訟の類型の歴史的展開（四）
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と
原
連
邦
制
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
二
四
六
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
三
頁
以
下
。

(433
)
州
評
議
会
に
お
け
る
審
議
の
経
過
は
、
W
ilhelm
Bauer,W
iederaufbau
der
V
erw
altungsrechtspflege,SJZ
1946,149
[149
f.]
;

人
見
・
前
掲
注
（
194
）
三
二
二
頁
以
下；

M
ontag
(A
nm
.423),S.55
ff.で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(434
)
Bayerisches
Gesetz-
und
V
erordnungsblatt
1946,S.281
ff.;Regierungsblatt
der
Regierung
W
ürttem
berg-Baden

1946,S.221
ff.;Gesetz-
und
V
erordnungsblatt
für
Groß-H
essen
1946,S.194
ff.こ
の
う
ち
バ
イ
エ
ル
ン
の
も
の
は
、
最
高
裁
判

所
事
務
総
局
編
『
西
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
法
』（
法
曹
会
、
一
九
五
五
年
）
三
五
頁
以
下
に
全
訳
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(435
)
な
お
、「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
が
、
後
述
の
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
域
の
場
合
の
よ
う
に
軍
政
府
命
令
の
形
式
を
取
ら
ず
、
各
州
の

法
律
と
さ
れ
た
の
は
、
先
に
述
べ
た
管
理
理
事
会
の
法
律
三
六
号
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
Georg-

Christoph
von
U
nruh,V
erw
altungsgerichtsbarkeit,in
:K
urtG.A
.Jeserich
u.a.(H
rsg.),D
eutsche
V
erw
altungsgeschichte

Band
5
(1987),S.1178
[1179].

(436
)
こ
の
法
律
案
は
、
一
九
二
四
年
の
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
に
大
幅
に
依
拠
し
て
い
た
。
Peters
(A
nm
.271),S.133.

(437
)
Gesetzblatt
der
Freien
H
ansestadt
Brem
en
1946,S.17
ff.

(438
)
Peters
(A
nm
.271),S.136.

(439
)
Gesetzblatt
der
Freien
H
ansestadt
Brem
en
1947,S.171
ff.

(440
)
以
下
で
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
の
各
州
で
制
定
さ
れ
た
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
を
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
と
総

称
す
る
。

(441
)
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
各
州
の
行
政
裁
判
制
度
は
、
下
級
審
も
一
般
行
政
の
組
織
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
さ
れ
た
点
で
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
ま

で
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
H
ans
K
linger,D
ie
V
erordnung
über
die
V
erw
altungsgerichtsbarkeitin
der
britischen
Zone,3.A
ufl.

(1954),S.4.他
方
で
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
一
九
二
一
年
の
行
政
裁
判
法
で
は
概
括
主
義
を
採
用
し
た
が
（
第
二
章
第
二
節
⚒
⑵
を
参
照
）、
一
九

四
六
年
三
月
の
「
行
政
裁
判
所
の
活
動
の
再
開
に
関
す
る
命
令
」（
H
am
burgisches
V
erordnungsblatt
1946,S.31
ff.）
は
、
概
括
主
義

を
放
棄
し
た
一
九
三
三
年
及
び
一
九
三
四
年
改
正
後
の
行
政
裁
判
法
を
適
用
す
る
と
し
た
た
め
、
警
察
処
分
以
外
は
列
挙
主
義
に
拠
っ
て
い
た
。

V
gl.auch
Gundlach
(A
nm
.258),S.114
f.

(442
)
Bruno
Lehm
ann,D
ie
Entw
icklung
der
V
erw
altungsgerichtsbarkeit
in
der
britischen
Zone,D
V
1948,101
[103].
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(443
)
Ernst
Forsthoff,Lehrbuch
des
V
erw
altungsrechts
Band
1,4.A
ufl.(1954),S.435
;K
linger
(A
nm
.441),S.6.

(444
)
Forsthoff
(A
nm
.443),S.435
;K
linger
(A
nm
.441),S.6.

(445
)
V
erordnungsblatt
für
die
Britische
Zone
1948,S.111
ff.

(446
)
V
erordnungsblattfür
die
Britische
Zone
1948,S.263
ff.こ
の
全
訳
は
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
・
前
掲
注
（
434
）
九
五
頁
以

下
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(447
)
T
heodor
Eschenburg,Jahre
der
Besatzung
1945-1949
(1983),S.44.

(448
)
Joachim
H
ennig,2000
Jahre
K
oblenz
-
fast
200
Jahre
V
erw
altungsrechtsschutz
in
Rheinland-Pfalz
(1994),S.183
f.

(449
)
V
erordnungsblatt
der
Landesregierung
Rheinland-Pfalz
1947,S.138.

(450
)
た
だ
し
、
第
二
審
の
州
行
政
裁
判
所
は
、
す
ぐ
後
で
挙
げ
る
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
を
一
九
五
四
年
二
月
に
改
正
し
た
際
に

（
Gesetz-
und
V
erordnungsblattderLandesregierung
Rheinland-Pfalz
1954,S.21）、
上
級
行
政
裁
判
所
〔
O
berverw
altungs-

gericht〕
へ
と
改
称
さ
れ
た
。

(451
)
Gesetz-
und
V
erordnungsblatt
der
Landesregierung
Rheinland-Pfalz
T
eil
1
1950,S.103
ff.

(452
)
CarlH
erm
ann
U
le,Für
eine
einheitliche
V
erw
altungsgerichtsordnung!,D
V
1950,1
[4].V
gl.auch
H
ans
D
e
Clerck,

D
ie
V
erw
altungsgerichtsbarkeit
in
Rheinland-Pfalz,D
V
Bl.1950,295
[295].

(453
)
た
だ
し
、
バ
ー
デ
ン
は
従
前
は
一
定
領
域
に
限
っ
て
概
括
主
義
を
認
め
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
行
政
裁
判
制
度
の
復
活
を
定
め
た
一
九

四
七
年
三
月
の
「
行
政
裁
判
権
の
設
立
に
関
す
る
命
令
」（
A
m
tsblattder
Landesverw
altung
Baden
1947,S.89）
に
よ
り
、
抗
告
訴
訟

に
つ
い
て
は
概
括
主
義
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
。
ま
た
、
バ
ー
デ
ン
と
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
＝
ホ
ー
エ
ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
、
一
九
五
一
年
九
月
の
「
バ
ー
デ
ン
に
お
け
る
行
政
裁
判
権
の
改
正
に
関
す
る
法
律
」（
Badisches
Gesetz-
und
V
erord-

nungsblatt
1951,
S.
151
f.）
と
一
九
五
〇
年
一
〇
月
の
「
高
等
行
政
裁
判
所
及
び
行
政
庁
に
お
け
る
手
続
の
改
正
に
関
す
る
法
律
」

（
Regierungsblatt
für
das
Land
W
ürttem
berg-H
ohenzollern
1950,S.301
f.）
に
よ
っ
て
、
義
務
付
け
訴
訟
が
導
入
さ
れ
た
。

(454
)
そ
の
際
、
と
り
わ
け
問
題
視
さ
れ
た
の
は
、
バ
ー
デ
ン
＝
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
憲
法
（
Gesetzblattfür
Baden-W
ürttem
berg
1953,

S.173
ff.）
が
当
時
の
六
七
条
三
項
（
現
在
は
削
除
）
で
二
審
制
を
規
定
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
か
つ
て
の
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
＝
ホ
ー
エ

ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
で
は
一
審
制
が
採
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
Richard
N
aum
ann,N
euordnung
der
V
erw
altungsgerichtsbarkeit
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in
Baden-W
ürttem
berg,D
öV
1957,169
[170]
;PaulW
erner,N
euordnung
der
V
erw
altungsgerichtsbarkeit
in
Baden-

W
ürttem
berg,D
V
Bl.1958,534
[535].

(455
)
V
gl.Paul
W
erner,D
as
neue
V
erw
altungsgerichtsgesetz,Baden-W
ürttem
bergisches
V
erw
altungsblatt
1958,113

[114].

(456
)
Gesetzblatt
für
Baden-W
ürttem
berg
1958,S.131
ff.

(457
)
M
ontag
(A
nm
.423),S.74.

(458
)
こ
の
他
、
一
九
五
七
年
一
月
に
フ
ラ
ン
ス
の
保
護
領
か
ら
ド
イ
ツ
の
州
に
な
っ
た
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
で
も
、
す
で
に
一
九
五
一
年
七
月
に

「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」（
A
m
tsblattdes
Saarlandes
1951,S.1075
ff.）
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
に
つ
い
て
は
、
vgl.H
ans

O
ehlenschläger,D
ie
V
erw
altungsgerichtsbarkeit
im
Saarland,D
öV
1957,129
[130
ff.].

(459
)
H
ans
Schneider,D
ie
V
erw
altungsgerichtsbarkeit
in
Berlin,A
öR
74
(1948),S.239
[240].

(460
)
H
ansgeorg
Bräutigam
,Ein
Jahrhundert
V
erw
altungsgerichtsbarkeit
in
Berlin
(1975),S.49
;U
nruh
(A
nm
.435),S.

1181.

(461
)
連
合
国
間
統
治
機
関
と
は
、
連
合
国
四
か
国
の
ベ
ル
リ
ン
担
当
の
各
司
令
官
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
ベ
ル
リ
ン
の
管
理
・
統
制
を
任
務
と

し
た
機
関
で
あ
る
。
成
瀬
治
ほ
か
編
『
ド
イ
ツ
史
三
―
―
一
八
九
〇
年
～
現
在
―
―
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
三
二
六
頁
。

(462
)
Schneider
(A
nm
.
459),
S.
240.ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
と
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
行
政
裁
判
制
度
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
vgl.

Erich
Scholz,
D
ie
V
erw
altungsgerichtsbarkeit
im
am
erikanischen
Sektor
von
Berlin,
D
V
1949,
604
;Foitzick,
D
ie

V
erw
altungsgerichtsbarkeit
im
britischen
Sektor
von
Berlin,D
V
1949,607.

(463
)
U
nruh
(A
nm
.435),S.1182
;Pagenkopf
(A
nm
.343),S.119.

(464
)
M
ontag
(A
nm
.423),S.71.

(465
)
Bräutigam
(A
nm
.460),S.54.

(466
)
V
erordnungsblatt
für
Berlin
T
eil
1
1951,S.31.

(467
)
V
erordnungsblatt
für
Berlin
T
eil
1
1951,S.46
ff.

(468
)
当
時
の
Ｇ
Ｇ
九
六
条
一
項
の
制
定
過
程
に
関
し
て
は
、
vgl.K
laus-Berto
von
D
oem
m
ing/Rudolf
W
erner
Füsslein/W
erner
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M
atz,
Entstehungsgeschichte
der
A
rtikel
des
Grundgesetzes,
JöR
n.
F.
1
(1951),
S.
1
[706
ff.]
;Jürgen
Gliss,
D
ie

Entw
icklung
der
deutschen
V
erw
altungsgerichtsbarkeitbis
zur
Bundesverw
altungsgerichtsordnung
-
unter
besonderer

Berücksichtigung
der
Grundpositionen
von
Bähr
und
Gneist
(1962),S.44
ff.な
お
、
当
時
の
九
六
条
一
項
は
、
現
在
は
九
五
条
一

項
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

(469
)
こ
の
Ｖ
ｗ
Ｇ
Ｏ
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
分
析
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

(470
)
Pagenkopf
(A
nm
.343),S.121.

(471
)
V
gl.Forsthoff
(A
nm
.443),S.437.

(472
)
A
lexander
K
oehler,
D
as
Gesetz
über
die
Errichtung
des
Bundesverw
altungsgerichts,
D
V
Bl.
1950,
551
[552]
;

Friedrich
K
lein,Zum
Gesetz
über
das
Bundesverw
altungsgerichtvom
23.Septem
ber
1952,ZZP
67
(1953),S.100
[101
f.].

(473
)
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
方
針
に
対
し
て
、
CarlH
erm
ann
U
le,V
erw
altungsgerichtsbarkeit
(1960),S.3
は
、
Ｖ
ｗ
Ｇ
Ｏ
の
制
定

が
よ
り
一
層
遅
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
評
価
し
て
い
た
。

(474
)
BundesgesetzblattT
eil1
1952,S.625
ff.全
訳
と
し
て
、
園
部
逸
夫
訳
「
西
獨
連
邦
行
政
裁
判
所
法
」
法
学
論
叢
六
〇
巻
三
号
（
一

九
五
四
年
）
一
三
九
頁
以
下
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
・
前
掲
注
（
434
）
一
頁
以
下
。
連
邦
行
政
裁
判
所
法
の
制
定
過
程
は
、
A
lexander

K
oehler,D
as
Gesetz
über
das
Bundesverw
altungsgericht
in
der
vom
Bundestag
beschlossenen
Fassung,D
öV
1952,431

[431
ff.]
;Peter
Rößler,D
as
Gesetz
über
das
Bundesverw
altungsgericht,D
öV
1952,737
[737］
な
ど
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
BT
-D
rs.1/1844,S.24
に
よ
る
と
、
法
案
の
作
成
過
程
で
は
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
立
に
関
す
る
一
九
三
〇
年
草
案
（
第
二

章
補
論
⚒
⑷
を
参
照
）
も
参
照
さ
れ
た
と
い
う
。

(475
)
BT
-D
rs.1/1844,S.23
f.

(476
)
BT
-D
rs.1/1844,S.24
;Carl
H
erm
ann
U
le,Gesetz
über
das
Bundesverw
altungsgericht
(1952),S.3.

(477
)
な
お
以
下
で
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
と
し
て
バ
イ
エ
ル
ン
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
を
引
用
す
る
が
、
ヴ
ュ
ル
テ

ン
ベ
ル
ク
＝
バ
ー
デ
ン
、
ヘ
ッ
セ
ン
及
び
ブ
レ
ー
メ
ン
の
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
も
若
干
の
文
言
の
違
い
を
除
け
ば
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

る
。
ま
た
、
バ
ー
デ
ン
＝
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
も
、
以
下
で
関
係
す
る
規
定
の
う
ち
、
概
括
主
義
に
関
す
る

定
め
は
文
言
が
一
部
修
正
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
は
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
＝
バ
ー
デ
ン
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
の
規
定
を
受
け

ドイツにおける行政訴訟の類型の歴史的展開（四）

(阪大法学) 68 (3-101）583〔2018.⚙〕



継
い
で
い
る
。

(478
)
た
だ
し
、
高
木
光
「
メ
ン
ガ
ー
＝
雄
川
理
論
の
意
義
」
同
『
行
政
訴
訟
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
一
五
三
頁
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領

地
域
行
政
裁
判
法
は
、
行
政
裁
判
所
の
管
轄
事
項
を
抗
告
訴
訟
、
当
事
者
訴
訟
と
積
極
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
表
現
し
て
お
り
、
概
括
主
義
を

目
指
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
。
V
gl.auch
H
ans
H
einrich
Rupp,Zur
neuen
V
erw
altungsge-

richtsordnung
:Gelöste
und
ungelöste
Problem
e,A
öR
85
(1960),S.149
[152].

(479
)
Ｇ
Ｇ
一
九
条
四
項
の
制
定
過
程
に
関
し
て
は
、
vgl.Friedrich
K
lein,T
ragw
eite
der
Generalklauselim
A
rt.19
A
bs.4
des

Bonner
Grundgesetzes,V
V
D
StRL
8
(1950),S.67
[78
ff.]
;D
oem
m
ing/Füsslein/M
atz
(A
nm
.468),S.183
ff.当
時
の
Ｇ
Ｇ
一
九

条
四
項
は
、「
何
人
も
、
公
権
力
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
へ
の
出
訴
の
途
が
開
か
れ
て
い
る
。
他
の
管
轄
が

認
め
ら
れ
て
い
な
い
限
り
で
、
通
常
裁
判
所
へ
の
出
訴
の
途
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
九
六
八
年
の
Ｇ
Ｇ
改
正

で
「
第
一
〇
条
第
二
項
第
二
文
は
影
響
を
受
け
な
い
。」
と
い
う
第
三
文
が
追
加
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

(480
)
当
時
の
多
数
説
に
立
つ
者
と
し
て
、
Ernst
Friesenhahn,
D
er
Rechtsschutz
im
öffentlichen
Recht
nach
dem
Bonner

Grundgesetz,D
V
1949,478
[482]
;K
lein
(A
nm
.479),S.116
f.;W
alter
Jellinek,Ein
Bundesgesetz
über
V
erw
altungsge-

richtsbarkeit,D
öV
1950,513
[515]
;O
tto
Bachof,D
ie
verw
altungsgerichtliche
K
lage
aufV
ornahm
e
einer
A
m
tshandlung

(1951),S.13
;H
erm
ann
von
M
angoldt,D
as
Bonner
Grundgesetz
(1953),S.121.V
gl.auch
K
urtEgon
von
T
uregg,Gefähr-

liche
und
gefährdete
Generalklausel(1956),S.66
ff.多
数
説
は
そ
の
根
拠
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
Ｇ
Ｇ
一
九
条
四
項
の
「
公
権
力
」

と
い
う
文
言
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
を
権
力
行
政
の
意
味
で
捉
え
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
多
数
説
に
立
つ
と
き
、
抗

告
訴
訟
の
場
合
に
止
ま
ら
な
い
概
括
主
義
の
採
用
は
、
立
法
政
策
に
よ
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
Ｇ
Ｇ
一
九
条

四
項
は
抗
告
訴
訟
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
の
公
法
上
の
訴
訟
も
含
め
て
概
括
主
義
を
保
障
し
て
い
る
と
解
し
た
見
解
と
し
て
、
Richard

N
aum
ann,In
w
elcher
W
eise
em
pfiehlt
es
sich,die
Gesetzgebung
über
die
V
erw
altungsgerichtsbarkeit
zu
vereinheitli-

chen?,
V
erhandlungen
des
38.
D
JT
(1951),
D
18
[D
21
ff.].
V
gl.
auch
A
ndreas
H
am
ann,
D
as
Grundgesetz
für
die

Bundesrepublik
D
eutschland
vom
23.M
ai1949
(1956),S.174.Ｇ
Ｇ
一
九
条
四
項
の
保
障
範
囲
に
つ
い
て
は
、
本
節
⚒
⑵
⒜
及
び
本
章

第
三
節
⚑
⑴
・
⚒
⑵
も
参
照
。

(481
)
三
五
条
二
項
の
「
相
当
の
期
間
内
に
」
と
い
う
文
言
と
七
九
条
一
項
の
「
申
立
て
に
よ
り
」
と
い
う
文
言
は
、
一
九
四
九
年
九
月
の
バ
イ
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エ
ル
ン
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
の
改
正
（
Bayerisches
Gesetz-
und
V
erordnungsblatt1949,S.258
ff.）
に
よ
っ
て
追
加
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

(482
)
Erich
Eyerm
ann/Ludw
ig
Fröhler,V
erw
altungsgerichtsgesetz,2.A
ufl.(1954),S.120
;BV
erw
G,U
rt.v.21.10.1955,

BV
erw
GE
2,273
[274].O
tto
v.W
erder/W
alter
Labs/Peter
PaulO
rtm
ann,D
as
V
erfahren
vor
den
V
erw
altungsgerichten

(1949),S.174
f.;K
linger
(A
nm
.441),S.459
ff.も
、
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
七
五
条
三
項
の
解
説
の
中
で
、「
職
務
行
為
」
と
「
行
政
行

為
」
を
互
換
的
に
用
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
Bachof(A
nm
.480),S.30
ff.は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
で
の
「
職
務
行
為
」
に
つ

い
て
、「
行
政
行
為
」
を
含
む
が
そ
れ
よ
り
も
広
い
概
念
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
及
び
イ
ギ
リ
ス

軍
政
府
命
令
一
六
五
号
に
あ
る
「
行
政
行
為
」
の
意
味
に
関
し
て
は
、
須
貝
・
前
掲
注
（
424
）
五
三
頁
以
下
、
畠
山
武
道
「
許
認
可
の
際
の
同

意
の
性
質
（
一
）
―
―
『
行
政
行
為
』
概
念
再
考
の
一
素
材
と
し
て
―
―
」
民
商
法
雑
誌
六
九
巻
一
号
（
一
九
七
三
年
）
六
九
頁
以
下
を
参
照
。

(483
)
さ
ら
に
、
引
用
し
た
規
定
は
申
請
〔
A
ntrag〕
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て

は
、
後
述
の
本
章
第
二
節
⚑
⑴
⒝
で
説
明
す
る
。

(484
)
人
見
・
前
掲
注
（
194
）
三
二
九
頁
。
V
gl.auch
Bauer
(A
nm
.433),S.152.

(485
)
Friesenhahn
(A
nm
.480),S.482
;K
lein
(A
nm
.479),S.117
;Bachof
(A
nm
.480),S.16,58.

(486
)
Bauer
(A
nm
.433),S.151
;H
orst
Fenge,D
ie
verw
altungsgerichtliche
Feststellungsklage
(1953),S.18.

(487
)
人
見
・
前
掲
注
（
194
）
三
一
三
頁
。

(488
)
Jellinek
(A
nm
.190),S.61
f.;ders.(A
nm
.11),S.191
f.,300.第
二
章
第
一
節
⚓
⑵
も
参
照
。

(489
)
Bauer
(A
nm
.433),S.151.V
gl.auch
Jellinek
(A
nm
.430),S.271.

(490
)
Gesetzes-
und
V
erordnungsblatt
für
das
Großherzogtum
Baden
1913,S.233
ff.

(491
)
V
gl.W
olfgang
Bergm
ann,D
ie
Feststellungsklage
im
V
erw
altungsstreitverfahren
(1957),S.44.注
（
204
）
も
参
照
。

(492
)
法
令
の
規
定
を
直
接
に
争
う
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
ま
で
の
判
例
と
し
て
、
O
V
G
T
hüringen,U
rt.v.25.10.1920,

Jahrbuch
der
Entscheidungen
des
T
hüringischen
O
berverw
altungsgerichts
1920,101
[104
f.]
;V
GH
W
ürttem
berg,U
rt.

v.15.11.1922,Zeitschrift
für
die
freiw
illige
Gerichtsbarkeit
und
die
Gem
eindeverw
altung
in
W
ürttem
berg
und
Jahr-

bücher
der
w
ürttem
bergischen
Rechtspflege
65
(1923),S.118
[119]
;V
G
Brem
en,U
rt.v.17.12.1928,Entscheidungen
des

ドイツにおける行政訴訟の類型の歴史的展開（四）
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brem
ischen
V
erw
altungsgerichts
(1930),S.52
[52]
;O
V
G
H
am
burg,U
rt.v.13.2.1929,Entscheidungen
der
ham
bur-

gischen
V
erw
altungsgerichte
Band
2
(1930),S.160
[161
f.]
;O
V
G
H
am
burg,U
rt.v.14.7.1931,Entscheidungen
der

ham
burgischen
V
erw
altungsgerichte
Band
3
(1933),174
[176,178].

(493
)
Bauer
(A
nm
.433),S.151
f.;人
見
・
前
掲
注
（
194
）
三
二
七
頁
以
下
。

(494
)
V
gl.auch
W
ilhelm
M
ößle,D
ie
A
ntragsbefugnis
im
N
orm
enkontrollverfahren
nach
§
47
V
w
GO
,BayV
Bl.1976,609

[614].本
節
⚒
⑶
も
参
照
。

(495
)
な
お
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
五
つ
の
行
政
裁
判
に
関
す
る
法
令
を
比
べ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
と
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
＝
プ

フ
ァ
ル
ツ
行
政
裁
判
法
は
抗
告
訴
訟
と
当
事
者
訴
訟
を
明
示
的
に
区
別
し
て
い
た
こ
と
、
並
び
に
、
そ
れ
ら
二
つ
の
法
律
と
連
邦
行
政
裁
判
所

法
は
抗
告
訴
訟
の
中
に
取
消
訴
訟
の
み
な
ら
ず
義
務
付
け
訴
訟
も
含
め
て
い
た
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
点
は
、
抗
告
訴

訟
と
当
事
者
訴
訟
の
関
係
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
、
以
前
に
指
摘
し
た
こ
と
と
併
せ
て
（
第
一
章
第
一
節
⚒
⑷
、
注
（
421
）
を
参
照
）、
別
の

機
会
に
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(496
)
本
章
第
二
節
⚑
⑴
及
び
注
（
513
）
で
も
触
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
行
政
行
為
の
拒
否
に
、
許
認
可
な
ど
の
申
請
に
対
す
る
拒
否
処
分
の
み
な

ら
ず
、
職
権
に
よ
る
行
政
行
為
の
発
付
の
拒
否
も
含
め
る
見
解
が
あ
る
一
方
で
、
後
者
の
場
合
を
行
政
行
為
の
拒
否
で
は
な
く
不
作
為
と
し
て

扱
う
見
解
も
見
ら
れ
た
。
二
つ
の
見
解
の
違
い
は
、
義
務
付
け
訴
訟
に
関
す
る
規
定
の
適
用
の
仕
方
な
ど
の
点
に
現
れ
た
。

(497
)
同
じ
こ
と
は
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
＝
プ
フ
ァ
ル
ツ
行
政
裁
判
法
一
五
条
二
項
と
連
邦
行
政
裁
判
所
法
一
五
条
三
項
に
も
当
て
は
ま
る
。

(498
)
Eyerm
ann/Fröhler
(A
nm
.482),S.120.V
gl.auch
Claus
M
eissner,D
ie
Entw
icklung
der
V
erw
altungsgerichtsbarkeitin

D
eutschland
seit
1945,in
:V
erw
altungsgerichtshof
Baden-W
ürttem
berg
(H
rsg.),Festschrift
150
Jahre
V
erw
altungsge-

richtsbarkeit
(2014),S.89
[90
f.].

(499
)
Loppuch,D
ie
verw
altungsgerichtliche
K
lage
w
egen
N
ichtvornahm
e
von
V
erw
altungsakten,N
JW
1953,9
[11].な
お
、

Franz
H
ufnagl,D
ie
V
erw
altungsgerichtsbarkeitin
der
am
erikanischen
und
britischen
Zone
(1950),S.284
は
、
職
権
に
よ
る

行
政
行
為
の
発
付
の
拒
否
と
許
認
可
な
ど
の
申
請
に
対
す
る
拒
否
処
分
の
い
ず
れ
も
行
政
行
為
の
拒
否
と
し
て
把
握
し
て
い
た
が
、
前
者
に
お

い
て
は
義
務
付
け
訴
訟
を
提
起
で
き
る
が
、
後
者
の
場
合
に
は
取
消
訴
訟
に
よ
る
べ
き
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

(500
)
Loppuch
(A
nm
.499),S.11
f.た
だ
し
、
こ
の
論
者
は
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
七
五
条
三
項
に
関
し
て
も
同
じ
よ
う
に
解
し
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て
い
た
。
A
.a.O
.,S.10.V
gl.auch
A
lfred
K
am
m
er,Bem
erkungen
zum
entscheidenden
T
eildes
U
rteils
im
V
erw
altungs-

streitverfahren
nach
M
RV
O
.N
r.165,D
V
1949,677
[677
f.]
;O
V
G
M
ünster,Beschl.v.20.4.1955,V
erw
Rspr.8,633
[637].

(501
)
Christian-Friedrich
M
enger,System
des
verw
altungsgerichtlichen
Rechtsschutzes
(1954),S.195
f.

(502
)
M
enger
(A
nm
.501),S.196
f.

(503
)
V
G
K
assel,U
rt.v.20.3.1951,D
öV
1951,388
[389].

(504
)
O
tto
Bachof,A
nm
erkung
zu
V
G
K
assel,U
rt.v.20.3.1951,D
öV
1951,389
[389].

(505
)
Bachof
(A
nm
.
480),
S.
7
ff.彼
は
、
不
作
為
に
対
す
る
訴
訟
と
行
政
行
為
の
拒
否
に
対
す
る
訴
訟
を
、
そ
れ
ぞ
れ
不
行
為
訴
訟

〔
U
ntätigkeitsklage〕
と
拒
否
異
議
訴
訟
〔
W
eigerungsgegenklage〕
と
呼
ん
だ
。

(506
)
特
に
、
Egon
Schunck/H
ans
D
e
Clerck,D
as
Landesgesetz
über
die
V
erw
altungsgerichtsbarkeit
für
Rheinland-Pfalz

(1952),S.71
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
三
五
条
二
項
と
同
じ
規
定
で
あ
る
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
＝
プ
フ
ァ
ル
ツ
行
政
裁
判
法
一
五
条

二
項
に
つ
い
て
、
行
政
行
為
の
拒
否
が
行
わ
れ
た
場
合
と
不
作
為
の
場
合
の
い
ず
れ
も
対
象
と
す
る
と
解
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
義
務
付
け

訴
訟
の
下
位
区
分
の
仕
方
や
用
語
法
は
論
者
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
っ
た
。
V
gl.M
enger
(A
nm
.501),S.198.わ
が
国
の
文
献
と
し
て
、
雄

川
・
前
掲
注
（
⚓
）
五
六
頁
以
下
、
山
田
準
次
郎
「
西
ド
イ
ツ
の
行
政
訴
訟
に
お
け
る
行
為
要
求
訴
訟
」
同
『
行
政
行
為
を
要
求
す
る
訴
訟
』

（
有
斐
閣
、
一
九
六
一
年
）
一
九
頁
以
下
も
参
照
。

(507
)
以
下
で
述
べ
る
こ
と
を
扱
っ
た
近
時
の
文
献
と
し
て
、
横
田
明
美
『
義
務
付
け
訴
訟
の
機
能
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
九
五
頁
以
下

が
あ
る
。

(508
)
決
定
義
務
付
け
判
決
の
訳
語
は
、
横
田
・
前
掲
注
（
507
）
九
一
頁
以
下
に
倣
っ
た
。
以
前
は
指
令
判
決
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、

原
告
が
求
め
る
行
政
行
為
を
発
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
裁
判
所
の
法
解
釈
を
考
慮
し
て
決
定
を
行
う
こ
と
を
行
政
庁
に
義
務
付
け
る
（
そ
れ
ゆ

え
、
原
告
が
求
め
る
行
政
行
為
の
発
付
を
行
政
庁
が
な
お
拒
否
す
る
可
能
性
も
あ
る
）
判
決
で
あ
る
。

(509
)
「事
案
が
成
熟
し
て
い
る
」（
以
下
で
は
事
案
の
成
熟
性
と
い
う
）
の
意
味
に
つ
い
て
は
様
々
な
理
解
や
説
明
が
見
ら
れ
た
が
（
z.B.van

H
usen
(A
nm
.428),S.106
f.;Bachof
(A
nm
.480),S.45
;K
linger
(A
nm
.441),S.461.V
gl.auch
K
.A
.Betterm
ann,D
ie

V
erpflichtungsklage
nach
der
Bundesverw
altungsgerichtsordnung,N
JW
1960,649
[653]）、
Eyerm
ann/Fröhler
(A
nm
.

482),S.244
f.に
よ
れ
ば
、
終
局
判
決
を
下
す
た
め
に
裁
判
所
が
さ
ら
な
る
調
査
を
行
う
必
要
が
な
く
、
か
つ
、
行
政
裁
量
の
余
地
が
も
は
や

ドイツにおける行政訴訟の類型の歴史的展開（四）
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存
在
し
な
い
場
合
を
指
す
と
さ
れ
た
。
V
gl.auch
O
V
G
M
ünster,U
rt.v.13.1.1955,D
V
Bl.1955,437
[438].つ
ま
り
、
原
告
が
求
め

る
行
政
行
為
に
関
し
て
行
政
庁
に
裁
量
が
残
る
場
合
は
事
案
の
成
熟
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
が
、
か
よ
う
な
理
解
は
事
案
の
成
熟
性
の
概
念
が

現
在
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
野
村
武
司
「
西
ド
イ
ツ
義
務
づ
け
訴
訟
と
現
代
行
政
（
二
）
―
―
裁
量
統
制
に

着
目
し
て
」
自
治
研
究
六
五
巻
二
号
（
一
九
八
九
年
）
一
一
七
頁
以
下
、
山
本
・
前
掲
注
（
138
）
七
一
頁
以
下
、
横
田
・
前
掲
注
（
507
）
九
三

頁
、
一
一
五
頁
以
下
も
参
照
。

(510
)
そ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
行
政
裁
判
法
七
九
条
三
項
・
五
項
は
、
事
案
の
成
熟
性
を
欠
く
と
き
、
行
政
行
為
の
拒
否
の
場
合

は
当
該
拒
否
の
取
消
判
決
が
、
不
作
為
の
場
合
は
決
定
義
務
付
け
判
決
が
、
そ
れ
ぞ
れ
下
さ
れ
る
と
し
て
い
た
と
言
え
る
。

(511
)
な
お
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
＝
プ
フ
ァ
ル
ツ
行
政
裁
判
法
と
連
邦
行
政
裁
判
所
法
は
、
判
決
の
内
容
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
六
五
条
一
項
一
文
と

四
九
条
三
項
で
「
判
決
は
、
形
成
判
決
、
給
付
判
決
又
は
確
認
判
決
と
す
る
。」
と
定
め
る
に
止
ま
り
、
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
法
は
判
決
に
関

す
る
規
定
を
全
く
置
い
て
い
な
か
っ
た
。

(512
)
注
（
513
）
掲
記
の
文
献
の
ほ
か
、
vgl.auch
W
.Idel,Zum
Begriff
der
Spruchreife
bei
der
K
lage
auf
V
ornahm
e
eines

V
erw
altungsaktes,N
JW
1955,1744
[1746].

(513
)
M
enger
(A
nm
.
501),
S.
199,
205
f.メ
ン
ガ
ー
と
同
様
の
見
解
を
採
る
者
と
し
て
、
Günter
K
reutziger,
D
ie
vorbeugende

Feststellungsklage
im
V
erw
altungsprozeß
(1959),S.122
f.
V
gl.auch
K
laus
O
berm
ayer,D
ie
U
ntätigkeitsklage
und
das

Recht
aufBescheid,N
JW
1956,361
[361
f.].な
お
メ
ン
ガ
ー
は
、
許
認
可
な
ど
の
申
請
に
対
す
る
拒
否
処
分
の
場
合
と
、
行
政
庁
が
お

よ
そ
行
政
行
為
の
発
付
を
明
示
的
に
拒
否
し
た
場
合
を
分
け
て
捉
え
て
い
た
。
後
者
の
場
合
の
中
に
は
、
職
権
に
よ
る
行
政
行
為
の
発
付
を
拒

否
し
た
場
合
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
メ
ン
ガ
ー
は
そ
れ
を
不
作
為
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
。
M
enger
(A
nm
.501),S.

195,202.

(514
)
例
え
ば
、
Bachof
(A
nm
.480),S.46
;Eyerm
ann/Fröhler
(A
nm
.482),S.246
;Zschacke,D
ie
Zurückverw
eisung
der

Sache
vom
V
erw
altungsgerichtan
die
V
erw
altungsbehörde,N
JW
1958,1420
[1421].ま
た
、
義
務
付
け
訴
訟
の
判
決
に
関
す
る

規
定
を
欠
く
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
＝
プ
フ
ァ
ル
ツ
行
政
裁
判
法
及
び
連
邦
行
政
裁
判
所
法
に
お
い
て
、
不
作
為
の
場
合
に
も
特
定
行
為
義
務
付
け

判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、
Schunck/D
e
Clerck
(A
nm
.506),S.173
;Egon
Schunck/H
ans
D
e
Clerck,

Gesetz
über
das
Bundesverw
altungsgericht
(1953),S.126.
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(515
)
V
gl.Erich
Eyerm
ann/Ludw
ig
Fröhler,V
erw
altungsgerichtsordnung
K
om
m
entar
(1960),S.486
f.

(516
)
も
っ
と
も
、
不
作
為
の
場
合
に
も
特
定
行
為
義
務
付
け
判
決
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
と
決
定
義
務
付
け
判
決
の
ど
ち
ら
を
下
す

の
か
を
、
裁
判
所
は
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
わ
る
の
が
、
注
（
509
）
で
述
べ
た
事
案
の
成
熟
性
を
、

裁
判
所
が
審
理
を
通
じ
て
創
出
す
る
義
務
を
負
う
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
例
は
当
時
か
ら
そ
の
義
務
を

肯
定
し
て
い
た
。
BV
erw
G,U
rt.v.12.6.1958,BV
erw
GE
7,100
[106].横
田
・
前
掲
注
（
507
）
一
一
七
頁
以
下
も
参
照
。

(517
)
例
え
ば
、
Bachof(A
nm
.480),S.53
;K
linger
(A
nm
.441),S.463.そ
れ
に
対
し
て
、
Idel(A
nm
.512),S.1746
は
、
注
（
516
）
で

述
べ
た
裁
判
所
の
事
案
の
成
熟
性
創
出
義
務
を
強
調
し
て
、
決
定
義
務
付
け
判
決
を
認
め
な
い
。
こ
の
論
者
は
、
行
政
行
為
の
拒
否
の
場
合
に

お
い
て
も
、
当
該
拒
否
の
取
消
判
決
や
決
定
義
務
付
け
判
決
の
可
能
性
を
否
定
す
る
よ
う
で
あ
る
。

(518
)
前
者
の
見
解
と
し
て
、
Bachof(A
nm
.480),S.53
;H
ellm
uth
Loening,Buchbesprechung
:H
ans
K
linger,D
ie
V
erordnung

über
die
V
erw
altungsgerichtsbarkeitin
der
britischen
Zone,JZ
1951,477
[478].後
者
の
見
解
と
し
て
、
K
linger
(A
nm
.441),

S.463.

(519
)
た
だ
し
、
Bachof(A
nm
.480),S.53
は
、
拒
否
の
取
消
判
決
が
下
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
直
接
に
は
イ
ギ
リ
ス
軍
政
府
命
令
一
六
五

号
七
五
条
一
項
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
て
い
る
。

(520
)
BV
erw
G,U
rt.v.17.12.1954,BV
erw
GE
1,291
[297].

ドイツにおける行政訴訟の類型の歴史的展開（四）
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